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西
三
河
都
市
計
画
の
変
更
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
縦
覧
）

▪
西
三
河
都
市
計
画
下
水
道
事
業

刈
谷
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の

変
更

場　
下
水
道
課

問　
下
水
道
課
（
☎
62
‐
１
０
２

９
）　

▪
西
三
河
都
市
計
画
駐
車
場
（
神

田
駐
車
場
）
の
変
更

場　
都
市
交
通
課

問　
都
市
交
通
課
（
☎
95
‐
０
０

０
４
）

　

都
市
計
画
に
関
す
る

原
案（
県
決
定
）の
閲
覧

　
愛
知
県
で
は
人
口
減
少
・
超
高

齢
社
会
の
到
来
な
ど
都
市
計
画
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
的
確
に

対
応
す
る
た
め
、「
西
三
河
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保

全
の
方
針
」
の
見
直
し
を
進
め
て

い
ま
す
。
こ
の
原
案
に
つ
い
て
、

県
お
よ
び
市
の
窓
口
で
閲
覧
で
き

ま
す
。

時　
４
月
10
日
㈫
～
24
日
㈫　
▼

県
…
８
時
45
分
～
17
時
30
分
▼
市

…
８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
日

を
除
く
）

場　
県
都
市
計
画
課
、
市
ま
ち
づ

く
り
推
進
課

※
県
都
市
計
画
課
 HP
で
も
閲
覧
可

▪
公
述
申
立
て

　
公
聴
会
で
、
原
案
に
対
す
る
公

述
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
閲
覧
期

間
内
（
必
着
）
に
、
公
述
申
立
書

を
郵
送
ま
た
は
直
接
、
県
都
市
計

画
課
（
〒
460
‐
８
５
０
１　
愛
知

県
庁
）
へ
。

※
公
述
申
立
書
は
閲
覧
場
所
で
配

布
ま
た
は
県
都
市
計
画
課
 HP
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▪
公
聴
会

時　
５
月
13
日
㈰　
14
時

場　
岡
崎
市
福
祉
会
館

※
事
前
申
込
不
要
。
た
だ
し
、
会

場
の
収
容
人
員
を
超
え
る
場
合

は
、
入
場
制
限
を
行
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
公
述
申
立
て
が
な
か
っ
た
場
合

は
、
公
聴
会
を
中
止
し
ま
す
。

詳
細
は
県
都
市
計
画
課
 HP
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▪
意
見
募
集

　
「
西
三
河
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」
に

つ
い
て
、
公
聴
会
の
開
催
に
加
え
、

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し

ま
す
。
詳
細
は
県
都
市
計
画
課
 HP

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
県
都
市
計
画
課
（
☎
052
‐
954

‐
６
５
１
５
）

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
の

 

納
税
通
知
書
発
送
と　

第
１
期
納
期
に
つ
い
て

　
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
は
、
５
月
中

旬
に
発
送
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
第
１
期
お
よ
び
全
期
前

納
の
納
期
限
は
５
月
31
日
㈭
、
第

２
期
以
降
の
納
期
は
市
民
だ
よ
り

３
月
1
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
課
税
明
細
書（
土
地・家
屋
）は
、

４
月
17
日
㈫
に
発
送
予
定
で
す
。

問　
税
務
課（
☎
62
‐
１
０
０
８
）

時　
４
月
１
日
㈰
か
ら

場　
市
内
公
共
施
設

内　
４
～
９
月
に
開
催
す
る
各
種

講
座
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報

問　
生
涯
学
習
課
（
☎
62
‐
１
０

３
６
）

　

違
反
対
象
物
の
公
表
制
度
は
、

建
物
の
利
用
者
自
ら
が
建
物
の
火

災
危
険
性
に
関
す
る
情
報
を
入
手

し
、
そ
の
建
物
の
利
用
に
つ
い
て

判
断
で
き
る
よ
う
、
消
防
が
立
入

検
査
で
確
認
し
た
重
大
な
消
防
法

令
違
反
を
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消

防
局
 HP
で
公
表
す
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
建
物　
飲
食
店
・
物

販
店
・
ホ
テ
ル
な
ど
の
不
特
定
多

数
の
人
が
利
用
す
る
建
物
や
病

院
・
社
会
福
祉
施
設
な
ど
の
一
人

で
は
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
人

が
利
用
す
る
施
設

対
象
と
な
る
違
反　
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
た
消
防
用
設
備
な
ど
の

う
ち
、
屋
内
消
火
栓
設
備
・
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
・
自
動
火
災
報

知
設
備
の
未
設
置
違
反

公
表
内
容　
建
物
の
名
称
、
所
在

地
、
法
令
違
反
の
内
容

▪
次
の
場
合
は
、
消
防
用
設
備
な

ど
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
最
寄
り
の
消
防
署
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
飲
食
店
、
物
品
販
売
店
、
病
院
、

福
祉
施
設
な
ど
へ
用
途
変
更
▼
増

築
や
改
築
、
隣
接
建
物
と
の
接
続

▼
看
板
、
陳
列
棚
な
ど
の
設
置
に

よ
り
、
窓
を
ふ
さ
ぐ
場
合

問　
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

予
防
課
（
☎
63
‐
０
１
３
６
）

ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会

内　
検
察
審
査
会
は
、
交
通
事
故
、

詐
欺
、
脅
し
な
ど
犯
罪
の
被
害
に

遭
い
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴
え
た

が
、
検
察
官
が
加
害
者
を
起
訴
し

な
い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
る

人
の
た
め
に
あ
り
ま
す
。
選
挙
権

を
有
す
る
国
民
（
20
歳
未
満
を
除

く
）
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た

11
人
の
検
察
審
査
員
が
、
そ
の
当

否
に
つ
い
て
無
料
で
審
査
し
ま
す
。

問　
岡
崎
検
察
審
査
会
（
☎
０
５

６
４
‐
51
‐
５
７
９
３
）

西
三
河
イ
ベ
ン
ト
だ
よ
り

知
立
ま
つ
り

知
立
市

　
祭
り
の
歴
史
は
江
戸
時
代
か
ら

続
い
て
お
り
、
今
年
は
、
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
「
山
・
鉾
・
屋

台
行
事
」
の
１
つ
と
し
て
「
知
立

の
山
車
文
楽
と
か
ら
く
り
」
が
登

録
さ
れ
て
か
ら
、
初
め
て
の
本
祭

り
が
行
わ
れ
ま
す
。

時　

５
月
２
日
㈬
・
３
日
（
木
・

祝
日
）

場　
知
立
神
社
お
よ
び
周
辺
道
路

問　
知
立
市
観
光
協
会
（
☎
83
‐

１
１
１
１
）

よ
か
よ
か
ガ
イ
ド
の
無
料
配
布　

４
月
１
日
か
ら
消
防
法
令

　

違
反
対
象
物
の
公
表
制
度
が　

は
じ
ま
り
ま
す


